
岐阜県地域公共交通計画の変更について

広域バス路線の運行費に対する国補助「地域公共交通確保維持改善事業費補助金」の要件として、
対象となる地域間幹線系統を地域公共交通計画に記載する必要がある。
令和６年度より、計画に位置付ける路線の考え方を整理し、県公共交通計画に、補助対象か否かに
関わらず、県内の広域バス路線を「維持が必要な広域バス」として位置づけており、その時点更新
を行うもの。

＜変更点＞
維持が必要な広域バス【岐阜・中濃地域】【中濃・東濃地域】
・岐阜乗合自動車 笠松県庁線、岐北線（塩後系統）、倉知線が廃止となったため削除
         尾崎団地線（下川手〜各務原公園系統）が再編により廃止となったため削除
         岐阜美濃線をR7.4の再編に合わせて武義高校線に修正
・東濃鉄道    多治見＝イオンモール土岐線（本町７丁目経由）が廃止となったため削除
         肥田線が土岐市民バスとなったため削除
・日本タクシー  鏡島・合渡バスが新規運行のため追加

うち、国補助による維持が必要な地域間幹線系統【岐阜・中濃地域】【中濃・東濃地域】
・令和８年度幹線計画にあわせて修正
  （日本タクシー：鏡島・合渡バス、東濃鉄道：笠原線（笠原車庫前）、多治見西部線、桜ヶ丘ハイ
ツ線（緑台経由桂ヶ丘））
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